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(57)【要約】
　集積回路は、対象物から反射する赤外光に基づいて、
対象物の温度を検出する第１の検出素子と、対象物から
反射する可視光に基づいて、対象物の画像を検出する第
２の検出素子とを同一基板上に備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物から反射する赤外光に基づいて、前記対象物の温度を検出する第１の検出素子と
、
　前記対象物から反射する可視光に基づいて、前記対象物の画像を検出する第２の検出素
子と
　を同一基板上に備えることを特徴とする集積回路。
【請求項２】
　前記第１の検出素子は、前記赤外光と、前記第２の検出素子が検出した前記画像に基づ
いて生成された前記対象物の反射率とに基づいて、前記対象物の温度を検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記対象物の反射率は、前記第２の検出素子が検出した前記画像に基づく前記対象物の
色彩及び明るさに基づいて生成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の集積回路。
【請求項４】
　前記第１の検出素子からの距離が等しくなるように、前記第１の検出素子の周辺に配置
された複数の前記第２の検出素子と、
　前記複数の第２の検出素子が検出した画像に基づいて、前記第１の検出素子の測定位置
における補正画像を生成し、生成した前記補正画像を前記対象物の画像として出力する補
正部と
　を備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の集積回路。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の集積回路と、
　所定の検出範囲が複数の分割領域に分割されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光
及び可視光の光路を変更して、前記第１の検出素子及び前記第２の検出素子に向けて出射
可能な光路変更部と、
　前記光路変更部に対して、前記所定の検出範囲が前記分割されたそれぞれの分割領域か
ら入射する赤外光及び可視光を、前記分割領域を変更して前記集積回路に出射させて、前
記集積回路に、前記分割領域ごとの温度及び画像を検出させる測定制御部と
　を備えることを特徴とする測定装置。
【請求項６】
　前記集積回路が検出した前記それぞれの分割領域における前記対象物の画像及び前記対
象物の温度に基づいて、前記所定の検出範囲の画像を生成し、当該所定の検出範囲の画像
と、前記それぞれの分割領域における前記対象物の温度とを対応付けて出力する出力処理
部を備える
　ことを特徴とする請求項５に記載の測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路、及び測定装置に関する。
　本願は、２０１５年４月２０日に、日本に出願された特願２０１５－０８６０２７号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビッグデータに代表される、大量のデータを蓄積し、ある事象の検知、予測、把
握等に役立てようとする動きが活発化している。データベースの大規模化や大量のデータ
を処理できる検索システムなどの技術的な発展に伴い、今後の管理や新たなビジネスとし
てビッグデータを利用できる可能性が示されている。
　ここで、ビッグデータとは、市販されているデータベース管理ツールや従来のデータ処



(3) JP WO2016/170973 A1 2016.10.27

10

20

30

40

50

理アプリケーションで処理することが困難なほど巨大で複雑なデータ集合の集積物を表す
用語である。例えば、疾病予防に関しては、近年のグローバル化、ボーダレス化に伴い短
期間での全地球規模での疾病の拡大が懸念されている。このような背景から、例えば、イ
ンフルエンザ等の疾病の感染拡大を防ぐために、人が多く集まる公の場所、公共機関、企
業等で、被監視者の体温を瞬時に計測し監視する機器のニーズが高まっている。
　例えば、特許文献１では、空間領域に存在する複数人を撮影する赤外線カメラからの熱
画像に基づいて体温分析を行い、体温異常の情報の通知する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１７４９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような技術では、熱画像であるため、発熱
者の特徴を分析する事が困難であった。すなわち、特許文献１に記載されているような技
術では、対象物（被測定物）の温度とともに対象物の特徴を分析することが困難であった
。
【０００５】
　本発明の一態様は、上記問題を解決すべくなされたもので、その目的は、対象物の温度
とともに対象物の特徴を分析することが可能になる集積回路、及び測定装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題を解決するために、本発明の一態様は、対象物から反射する赤外光に基づいて
、前記対象物の温度を検出する第１の検出素子と、前記対象物から反射する可視光に基づ
いて、前記対象物の画像を検出する第２の検出素子とを同一基板上に備えることを特徴と
する集積回路である。
【０００７】
　また、本発明の一態様は、上記の集積回路において、前記第１の検出素子は、前記赤外
光と、前記第２の検出素子が検出した前記画像に基づいて生成された前記対象物の反射率
とに基づいて、前記対象物の温度を検出することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記の集積回路において、前記対象物の反射率は、前記第２
の検出素子が検出した前記画像に基づく前記対象物の色彩及び明るさに基づいて生成され
ることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、上記の集積回路において、前記第１の検出素子からの距離が
等しくなるように、前記第１の検出素子の周辺に配置された複数の前記第２の検出素子と
、前記複数の第２の検出素子が検出した画像に基づいて、前記第１の検出素子の測定位置
における補正画像を生成し、生成した前記補正画像を前記対象物の画像として出力する補
正部とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、上記の集積回路と、所定の検出範囲が複数の分割領域に分割
されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光及び可視光の光路を変更して、前記第１の
検出素子及び前記第２の検出素子に向けて出射可能な光路変更部と、前記光路変更部に対
して、前記所定の検出範囲が前記分割されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光及び
可視光を、前記分割領域を変更して前記集積回路に出射させて、前記集積回路に、前記分
割領域ごとの温度及び画像を検出させる測定制御部とを備えることを特徴とする測定装置
である。
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【００１１】
　また、本発明の一態様は、上記の測定装置において、前記集積回路が検出した前記それ
ぞれの分割領域における前記対象物の画像及び前記対象物の温度に基づいて、前記所定の
検出範囲の画像を生成し、当該所定の検出範囲の画像と、前記それぞれの分割領域におけ
る前記対象物の温度とを対応付けて出力する出力処理部を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一態様によれば、対象物の温度とともに対象物の特徴を分析することが可能に
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態による測定装置の構成例を示す図である。
【図２】第１の実施形態によるセンサー部の光の入射面の構成例を示す図である。
【図３】反射率の変換テーブルの一例を示す図である。
【図４】第１の実施形態によるセンサー部の断面構造の一例を示す断面図である。
【図５】第１の実施形態による測定装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態による測定装置の構成例を示す図である。
【図７】第２の実施形態によるセンサー部の光の入射面の構成例を示す図である。
【図８】第３の実施形態による監視システムの一例を示す機能ブロック図である。
【図９】第３の実施形態による監視システムの動作の一例を示すフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態による監視システムの分析結果の一例を示す第１の図である。
【図１１】第３の実施形態による監視システムの分析結果の一例を示す第２の図である。
【図１２Ａ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１の図で
ある。
【図１２Ｂ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第２の図で
ある。
【図１２Ｃ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第３の図で
ある。
【図１３Ａ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第４の図で
ある。
【図１３Ｂ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第５の図で
ある。
【図１３Ｃ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第６の図で
ある。
【図１４Ａ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第７の図で
ある。
【図１４Ｂ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第８の図で
ある。
【図１４Ｃ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第９の図で
ある。
【図１５Ａ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１０の図
である。
【図１５Ｂ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１１の図
である。
【図１５Ｃ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１２の図
である。
【図１６Ａ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１３の図
である。
【図１６Ｂ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１４の図
である。
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【図１６Ｃ】第３の実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す第１５の図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態による測定装置、及び監視システムについて図面を参照して
説明する。
【００１５】
　［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態による測定装置１の構成例を示す図である。
　図１に示すように、測定装置１は、センサー部１０と、光学系２０と、制御部３０とを
備えている。
【００１６】
　センサー部１０（集積回路の一例）は、例えば、非接触により対象物（被測定物）の温
度を検出する半導体装置である。センサー部１０は、対象物から反射する赤外光に基づい
て、対象物の温度を検出するとともに、対象物から反射する可視光に基づいて、対象物の
画像を検出する。センサー部１０は、例えば、図２に示すように、サーモパイル部１１と
、フォトダイオード部１２とを備えている。
【００１７】
　図２は、本実施形態によるセンサー部１０の光の入射面の構成例を示す図である。ここ
で、この図は、センサー部１０を入射面（センサー面）側から見た図である。
　図２に示すように、センサー部１０は、サーモパイル部１１と、フォトダイオード部１
２とを同一の半導体基板ＷＦ上に備えている。すなわち、センサー部１０において、サー
モパイル部１１と、フォトダイオード部１２とが、半導体基板ＷＦ上に形成されている。
【００１８】
　サーモパイル部１１（第１の検出素子の一例）は、対象物から反射する赤外光に基づい
て、対象物の温度を検出する。サーモパイル部１１は、後述するサーモパイル１１１（図
４を参照）を利用して、赤外光に基づいて温度を検出する。
　フォトダイオード部１２（第２の検出素子の一例）は、対象物から反射する可視光に基
づいて、対象物の画像（色情報）を検出する。フォトダイオード部１２は、赤色フォトダ
イオード部１２Ｒと、緑色フォトダイオード部１２Ｇと、青色フォトダイオード部１２Ｂ
とを備え、赤色、緑色、及び青色の３原色の光の強度を検出し、画像（ＲＧＢの色情報）
を出力する。
【００１９】
　ここで、赤色フォトダイオード部１２Ｒは、赤色フィルタ（不図示）を備え、可視光の
うちの赤色光の強度を検出する。また、緑色フォトダイオード部１２Ｇは、緑色フィルタ
（不図示）を備え、可視光のうちの緑色光の強度を検出する。また、青色フォトダイオー
ド部１２Ｂは、青色フィルタ（不図示）を備え、可視光のうちの青色光の強度を検出する
。
　なお、センサー部１０の構成の詳細については、図４を参照して後述する。
【００２０】
　図１の説明に戻り、光学系２０は、対象物からの赤外光及び可視光を含む反射光を、セ
ンサー部１０の入射面（センサー面）に導く。光学系２０は、温度を検出する対象の範囲
（所定の検出範囲）を複数の分割領域（例えば、画素領域）に分割されたそれぞれの分割
領域から入射する反射光の光路を変更して、センサー部１０の入射面（センサー面）に向
けて出射可能な光路変更部を備えている。光学系２０は、例えば、レンズ（２１、２３）
と、デジタルミラーデバイス２２とを備えている。なお、本実施形態では、光学系２０が
、光路変更部の一例として、デジタルミラーデバイス２２を備える例について説明する。
【００２１】
　レンズ２１は、対象物からの赤外光及び可視光を含む反射光をデジタルミラーデバイス
２２に集光する集光レンズである。レンズ２１は、対象物とデジタルミラーデバイス２２
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との間に配置され、入射された反射光をデジタルミラーデバイス２２に出射する。
【００２２】
　デジタルミラーデバイス（ＤＭＤ：Digital Micromirror Device）２２（光路変更部の
一例）は、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）ミラーであり、レンズ２１か
ら入射された反射光の光路を変更して、センサー部１０の入射面（センサー面）に向けて
出射する。デジタルミラーデバイス２２は、例えば、温度を検出する対象の範囲が複数の
分割領域（例えば、画素領域）に分割されたそれぞれの分割領域（例えば、画素領域）か
ら入射する赤外光及び可視光の光路を変更する。デジタルミラーデバイス２２は、光路を
変更した赤外光及び可視光を上述したセンサー部１０の入射面（センサー面）に向けて出
射する。
【００２３】
　デジタルミラーデバイス２２は、制御部３０（後述する測定制御部３１）により制御さ
れ、温度を検出する対象の範囲内の各分割領域からの反射光を順番に光路変更し、センサ
ー部１０の入射面（センサー面）に向けて出射することで、センサー部１０に対象の範囲
の画像及び温度を検出させる。なお、図１に示す例では、デジタルミラーデバイス２２は
、制御部３０（後述する測定制御部３１）の制御に基づいて、経路Ｒ１に従って、順番に
検出する分割領域を変更し、現在の検出領域として分割領域ＳＡ１における反射光をセン
サー部１０の入射面（センサー面）に向けて出射している状態を示している。
【００２４】
　レンズ２３は、デジタルミラーデバイス２２からの赤外光及び可視光を含む反射光をセ
ンサー部１０の入射面（センサー面）に投影する投影レンズである。レンズ２３は、デジ
タルミラーデバイス２２とセンサー部１０との間に配置され、入射された反射光をセンサ
ー部１０に出射する。
【００２５】
　制御部３０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などを含むプロセッサで
あり、測定装置１を統括的に制御する。制御部３０は、例えば、センサー部１０及びデジ
タルミラーデバイス２２を制御するとともに、センサー部１０が検出した温度及び画像（
上述した分割領域の温度及び色情報（画素情報））を取得する制御を行う。そして、制御
部３０は、取得した温度及び画像に基づいて、温度を検出する対象の範囲の温度分布と、
当該対象の範囲の画像情報とを生成し、生成した温度分布と画像情報とを対応付けて外部
に出力する制御を行う。
　また、制御部３０は、測定制御部３１と、反射率生成部３２と、出力処理部３３とを備
えている。
【００２６】
　測定制御部３１は、デジタルミラーデバイス２２を制御して、センサー部１０から温度
及び画像を取得する。すなわち、測定制御部３１は、デジタルミラーデバイス２２に対し
て、所定の検出範囲の分割されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光及び可視光を、
分割領域を変更してセンサー部１０に出射させる。そして、測定制御部３１は、センサー
部１０に、分割領域ごとの温度及び画像（ＲＧＢの色情報）を検出させる。測定制御部３
１は、センサー部１０によって検出された分割領域ごとの温度及び画像（ＲＧＢの色情報
）を取得する。
【００２７】
　反射率生成部３２は、センサー部１０から取得された画像（ＲＧＢの色情報）に基づい
て、対象物の反射率を生成する。ここで、センサー部１０のサーモパイル部１１は、サー
モパイル１１１を利用して温度を検出するが、この検出には、対象物の反射率を規定する
必要である。反射率は、素材により変動し、測定対象を限定しない場合には、対象物の反
射率を測定毎に計測して反射率補正を行う必要がある。そこで、反射率生成部３２では、
群衆内の人の体温を測定する目的に限定することで、対象物の素材を、“人肌”及び“衣
服”に限定し、色彩と明るさとに基づいて、反射率を生成する。
【００２８】
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　反射率生成部３２は、例えば、測定制御部３１がセンサー部１０から取得した分割領域
における画像（ＲＧＢの色情報）に基づいて、当該分割領域の色彩と明るさと生成する。
ここで、反射率生成部３２は、ＲＧＢの色情報に基づいて、“黄”、“ベージュ”などの
色彩を判定する。また、反射率生成部３２は、ＲＧＢの色情報に基づいて、“明るい”、
“平均”、及び“暗い”の３段階に明るさを判定する。反射率生成部３２は、判定した当
該分割領域の色彩と明るさとに基づいて、例えば、図３に示すような変換テーブルを利用
して、当該分割領域の反射率を生成する。
【００２９】
　図３は、反射率の変換テーブルの一例を示す図である。
　この図に示す変換テーブルは、色彩と明るさとに基づいて、色彩拡散面の反射率を生成
するテーブルである。この変換テーブルは、「色彩」と、「反射率（％）」とが対応付け
られており、「反射率（％）」は、“明るい”、“平均”、及び“暗い”の３段階に場合
分けされている。
　例えば、「色彩」が“黄”であり、明るさが“明るい”である場合には、反射率生成部
３２は、変換テーブルに基づいて、「反射率（％）」として“７０”を生成する。反射率
生成部３２は、生成した反射率（この場合は、“７０”（％））をセンサー部１０に出力
する。
【００３０】
　これにより、センサー部１０は、反射率生成部３２が生成した分割領域ごとの反射率に
基づいて、正確に対象物の温度を検出することができる。
　このように、サーモパイル部１１は、赤外光と、フォトダイオード部１２が検出した画
像に基づいて生成された対象物の反射率とに基づいて、対象物の温度を検出する。
【００３１】
　出力処理部３３は、センサー部１０が検出したそれぞれの分割領域における対象物の画
像及び対象物の温度に基づいて、所定の検出範囲の画像を生成し、当該所定の検出範囲の
画像と、それぞれの分割領域における対象物の温度とを対応付けて出力する。出力処理部
３３は、例えば、測定制御部３１によって取得された分割領域における画像（ＲＧＢの色
情報）に基づいて、温度を検出する対象の範囲の画像情報を生成する。また、出力処理部
３３は、例えば、測定制御部３１によって取得された分割領域の対象物における温度に基
づいて、温度を検出する対象の範囲の温度分布を生成する。出力処理部３３は、生成した
画像情報及び温度分布を対応付けて外部に出力する。
【００３２】
　次に、図４を参照して、センサー部１０の構成について説明する。
　図４は、本実施形態によるセンサー部１０の断面構造の一例を示す断面図である。
　図４に示す例では、サーモパイル部１１と、フォトダイオード部１２とが同一の半導体
基板ＷＦに形成されている。
【００３３】
　サーモパイル部１１は、空洞部１１２を跨ぎ、ヒートシンク部１１３と接するように、
サーモパイル１１１が形成されている。このサーモパイル１１１は、空洞部１１２の上面
に形成された熱絶縁薄膜（不図示）と、ヒートシンク部１１３とに跨るように、２種類の
金属（不図示）又は半導体（不図示）を接合させた熱電対を複数直列又は並列に接続され
て形成される。ここで、複数の熱電対は、ヒートシンク部１１３上に冷接点が形成され、
熱絶縁薄膜上に、温接点が形成される。サーモパイル１１１は、局所的な温度差又は温度
勾配に比例した電圧を出力する。
【００３４】
　フォトダイオード部１２は、マイクロレンズ１２１と、カラーフィルタ１２２と、遮光
膜１２３と、フォトダイオード１２４と、ポリシリコン１２５とを備えている。なお、こ
の図の説明では、例えば、赤色フォトダイオード部１２Ｒについて説明するが、カラーフ
ィルタ１２２の色が異なる点を除いて、緑色フォトダイオード部１２Ｇ、及び青色フォト
ダイオード部１２Ｂの構成も同様である。図示を省略するが、フォトダイオード部１２は
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、赤色フォトダイオード部１２Ｒと、緑色フォトダイオード部１２Ｇと、青色フォトダイ
オード部１２Ｂとの３種類のフォトダイオードを備えている。
【００３５】
　マイクロレンズ１２１は、フォトダイオード１２４に可視光を誘導するレンズであり、
カラーフィルタ１２２（ここでは、赤色フィルタ）を介して赤色光をフォトダイオード１
２４に出射する。
【００３６】
　遮光膜１２３は、ポリシリコン１２５の上部を含む範囲に形成され、フォトダイオード
１２４以外の部分に、光が照射されないように遮光する。
　フォトダイオード１２４は、照射された光を、強度に応じた電圧に変換する。
　ポリシリコン１２５は、フォトダイオード１２４からの電圧を出力させる、フォトダイ
オード１２４の状態を初期化するなどのフォトダイオード１２４の制御に利用される。
【００３７】
　また、センサー部１０は、同一の半導体基板ＷＦ上に、例えば、トランジスタ１３を備
えている。トランジスタ１３は、ソース部１３１と、ドレイン部１３２と、ポリシリコン
のゲート部１３３とを備えるＭＯＳトランジスタ（Metal-Oxide-Semiconductor field-ef
fect transistor）である。トランジスタ１３は、例えば、サーモパイル部１１又はフォ
トダイオード部１２の信号を制御部３０に転送する等の制御を行う場合に必要となるスイ
ッチング素子である。
【００３８】
　次に、図５を参照して、本実施形態による測定装置１の動作について説明する。
　図５は、本実施形態による測定装置１の動作の一例を示すフローチャートである。
　図５に示すように、測定装置１は、まず、デジタルミラーデバイス２２を対象の範囲に
おける分割領域の初期位置に制御する（ステップＳ１０１）。すなわち、制御部３０の測
定制御部３１は、温度を検出する対象の範囲のうちの分割領域の初期位置の反射光がセン
サー部１０に出射するように、デジタルミラーデバイス２２を制御する。
【００３９】
　次に、測定制御部３１は、分割領域の画像を検出する（ステップＳ１０２）。すなわち
、測定制御部３１は、分割領域の画像（ＲＧＢの色情報）をセンサー部１０に検出させて
、センサー部１０のフォトダイオード部１２によって検出された分割領域の画像（ＲＧＢ
の色情報）を取得する。
【００４０】
　次に、制御部３０の反射率生成部３２は、画像に基づいて反射率を生成する（ステップ
Ｓ１０３）。反射率生成部３２は、例えば、測定制御部３１がセンサー部１０から取得し
た分割領域における画像（ＲＧＢの色情報）に基づいて、当該分割領域の色彩と明るさと
生成する。反射率生成部３２は、生成した当該分割領域の色彩と明るさとに基づいて、例
えば、図３に示すような変換テーブルを利用して、当該分割領域の反射率を生成する。そ
して、反射率生成部３２は、生成した当該分割領域の反射率をセンサー部１０に出力する
。
【００４１】
　次に、測定制御部３１は、分割領域の温度を検出する（ステップＳ１０４）。すなわち
、測定制御部３１は、分割領域の温度をセンサー部１０に検出させて、センサー部１０の
サーモパイル部１１によって検出された分割領域の温度を取得する。なお、反射率生成部
３２が生成した反射率は、サーモパイル部１１が赤外光に基づいて、対象物の温度を検出
する際に用いられる。
【００４２】
　次に、測定制御部３１は、分割領域が終了位置であるか否かを判定する（ステップＳ１
０５）。測定制御部３１は、当該分割領域が温度を検出する対象の範囲のうちの終了位置
であるか否かを判定する。測定制御部３１は、分割領域が終了位置である場合（ステップ
Ｓ１０５：ＹＥＳ）に、処理をステップＳ１０７に進める。また、測定制御部３１は、分
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割領域が終了位置でない場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）に、処理をステップＳ１０６に
進める。
【００４３】
　ステップＳ１０６において、測定制御部３１は、分割領域を変更して、処理をステップ
Ｓ１０２に戻し、分割領域が終了位置に到達するまで、ステップＳ１０２からステップＳ
１０５の処理を繰り返す。
【００４４】
　また、ステップＳ１０７において、制御部３０の出力処理部３３は、対象の範囲の画像
情報、及び温度分布を生成する。出力処理部３３は、センサー部１０が検出したそれぞれ
の分割領域における対象物の画像及び対象物の温度に基づいて、対象の範囲の画像情報、
及び温度分布を生成する。
　次に、出力処理部３３は、対象の範囲の画像情報、及び温度分布を出力する（ステップ
Ｓ１０８）。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態によるセンサー部１０（集積回路の一例）は、サーモ
パイル部１１（第１の検出素子）と、フォトダイオード部１２（第２の検出素子）とを同
一基板上（例えば、半導体基板ＷＦ上）に備える。サーモパイル部１１は、対象物から反
射する赤外光に基づいて、対象物の温度を検出する。フォトダイオード部１２は、対象物
から反射する可視光に基づいて、対象物の画像を検出する。
　これにより、本実施形態によるセンサー部１０は、対象物の温度とともに、対象物の画
像を検出することができるため、対象物の温度とともに対象物の特徴を分析することが可
能になる。
【００４６】
　また、本実施形態では、サーモパイル部１１は、赤外光と、フォトダイオード部１２が
検出した画像に基づいて生成された対象物の反射率とに基づいて、対象物の温度を検出す
る。
　これにより、本実施形態によるセンサー部１０は、画像に基づいて生成された適切な反
射率により、より正確に温度を検出することができる。
【００４７】
　また、本実施形態では、対象物の反射率は、フォトダイオード部１２が検出した画像に
基づく対象物の色彩及び明るさに基づいて生成される。例えば、反射率生成部３２は、色
彩と明るさとに基づいて、例えば、図３に示すような変換テーブルを利用して、反射率を
生成する。
　これにより、本実施形態によるセンサー部１０は、簡易な手法により生成された反射率
により、より正確に温度を検出することができる。また、本実施形態による測定装置１は
、簡易な手法により適切な反射率を生成することができ、より正確に温度を検出すること
ができる。
【００４８】
　また、本実施形態による測定装置１は、上述したセンサー部１０と、光路変更部（例え
ば、デジタルミラーデバイス２２）と、測定制御部３１とを備えている。デジタルミラー
デバイス２２は、所定の検出範囲が複数の分割領域に分割されたそれぞれの分割領域から
入射する赤外光及び可視光の光路を変更して、サーモパイル部１１及びフォトダイオード
部１２に向けて出射可能な光路変更部である。そして、測定制御部３１は、デジタルミラ
ーデバイス２２に対して、所定の検出範囲の分割されたそれぞれの分割領域から入射する
赤外光及び可視光を、分割領域を変更してセンサー部１０に出射させて、センサー部１０
に、分割領域ごとの温度及び画像を検出させる。
【００４９】
　センサー部１０のサーモパイル部１１は、受光部分（サーモパイル１１１）の面積が広
い程、温度の検出精度が向上する。そのため、本実施形態による測定装置１は、光路変更
部（例えば、デジタルミラーデバイス２２）により光路を変更することにより、例えば、
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マトリックス状に、サーモパイル部１１（サーモパイル１１１）を複数配置する場合に比
べて、受光部分（サーモパイル１１１）の面積を広くすることができる。よって、本実施
形態による測定装置１は、温度を検出する精度を向上させることができる。
【００５０】
　また、本実施形態では、上述した光路変更部には、デジタルミラーデバイス２２が含ま
れる。
　これにより、本実施形態による測定装置１は、デジタルミラーデバイス２２を用いると
いう簡易な手法により、温度を検出する精度を向上させることができる。
【００５１】
　［第２の実施形態］
　次に、図面を参照して、第２の実施形態による測定装置について説明する。
　図６は、第２の実施形態による測定装置１ａの構成例を示す図である。また、図７は、
第２の実施形態によるセンサー部１０ａの光の入射面の構成例を示す図である。
　なお、図６及び図７において、図１及び図２に示す構成と同一の構成については同一の
符号を付し、その説明を省略する。
【００５２】
　図６に示すように、本実施形態よる測定装置１ａは、センサー部１０ａと、光学系２０
と、制御部３０とを備えている。また、センサー部１０ａは、画像補正部１４を備えてい
る。
【００５３】
　また、図７に示すように、センサー部１０ａは、サーモパイル部１１と、複数のフォト
ダイオード部１２（１２－１、１２－２、１２－３、１２－４）とを同一の半導体基板Ｗ
Ｆ上に備えている。ここで、フォトダイオード部１２－１、フォトダイオード部１２－２
、フォトダイオード部１２－３、及びフォトダイオード部１２－４は、上述したフォトダ
イオード部１２と同一の構成であり、測定装置１ａが備える任意のフォトダイオード部を
示す場合、又は特に区別しない場合には、フォトダイオード部１２として説明する。
【００５４】
　本実施形態では、測定装置１ａが、複数のフォトダイオード部１２と、画像補正部１４
とを備える点が、上述した第１の実施形態と異なる。
　複数のフォトダイオード部１２は、図７に示すように、サーモパイル部１１からの距離
が等しくなるように、サーモパイル部１１の周辺に配置されている。
【００５５】
　また、画像補正部１４（補正部の一例）は、複数のフォトダイオード部１２が検出した
画像に基づいて、サーモパイル部１１の測定位置における補正画像を生成し、生成した補
正画像を対象物の画像として出力する。画像補正部１４は、例えば、複数のフォトダイオ
ード部１２が検出したＲＧＢの色情報を、原色ごと（Ｒ（赤色）ごと、Ｇ（緑色）ごと、
Ｂ（青色）ごと）に、平均化する処理を実行する。
【００５６】
　サーモパイル部１１の位置と、複数のフォトダイオード部１２の位置とが異なるため、
温度の測定位置と、画像の測定位置とが異なる。そのため、本実施形態では、画像補正部
１４が、サーモパイル部１１の周辺に配置された複数のフォトダイオード部１２が検出し
たＲＧＢの色情報を平均化することにより、サーモパイル部１１の測定位置におけるＲＧ
Ｂの色情報を生成する。なお、画像補正部１４は、分割領域ごとの画像を平均化して、分
割領域ごとの画像を補正する。すなわち、画像補正部１４は、複数のフォトダイオード部
１２が検出した画像に基づいて、サーモパイル部１１の測定位置における補正画像を生成
し、生成した補正画像を対象物の画像として制御部３０に出力する。
【００５７】
　また、本実施形態による測定装置１ａの動作は、画像補正部１４による動作が追加され
る点を除いて、上述した第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【００５８】
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　以上説明したように、本実施形態によるセンサー部１０ａは、複数のフォトダイオード
部１２と、画像補正部１４（補正部の一例）とを備えている。複数のフォトダイオード部
１２（１２－１、１２－２、１２－３、１２－４）は、サーモパイル部１１からの距離が
等しくなるように、サーモパイル部１１の周辺に配置されている。そして、画像補正部１
４は、複数のフォトダイオード部１２が検出した画像に基づいて、サーモパイル部１１の
測定位置における補正画像を生成し、生成した補正画像を対象物の画像として出力する。
　これにより、本実施形態によるセンサー部１０ａは、画像の検出位置と温度の検出位置
とを一致させて画像及び温度を検出することができる。よって、本実施形態によるセンサ
ー部１０ａ及び測定装置１ａは、検出位置が一致しているので、対象物の特徴をより正確
に分析することが可能になる。
【００５９】
　なお、上述した各実施形態では、光路変更部の一例として、デジタルミラーデバイス２
２を適用する例を説明したが、これに限定されるものではない。光路変更部は、例えば、
液晶シャッターとプリズムとを組み合わせて構成してもよい。すなわち、光路変更部には
、液晶シャッターが含まれてもよい。この場合、液晶シャッターは、測定する分割領域ご
とに反射光を透過させて、他の分割領域の反射光を遮蔽する。
　また、光路変更部の他の適用例としては、例えば、ガルバノミラーやポリゴンミラーな
どを含む構成としてもよい。
　また、上述した第２の実施形態では、センサー部１０ａが、画像補正部１４を備える例
を説明したが、制御部３０が、画像補正部１４を備えるようにしてもよい。
【００６０】
　また、上述した各実施形態では、センサー部１０（１０ａ）が１画素分のサーモパイル
部１１及びフォトダイオード部１２を備える例を説明したが、マトリックス状、又はライ
ン状に複数の画素分のサーモパイル部１１及びフォトダイオード部１２を備えるようにし
てもよい。また、この場合、分割領域は、例えば、複数の画素を含む領域であってもよい
。
【００６１】
　また、上述した各実施形態では、センサー部１０（１０ａ）は、サーモパイル部１１及
びフォトダイオード部１２を同一の半導体基板ＷＦ上に形成する例を説明したが、マルチ
チップパッケージのように、複数の集積回路を１つのパッケージに実装するような構成で
あってもよい。また、センサー部１０（１０ａ）は、信号処理部を含む複数の集積回路か
ら構成されるようにしてよい。
【００６２】
　［第３の実施形態］
　次に、図面を参照して、第３の実施形態による監視システムについて説明する。
　本実施形態では、上述した測定装置１（１ａ）を利用して、例えば、空港、駅、公共施
設などにおいて発熱者を監視して、発熱者の発生推移を予測する監視システムについて説
明する。
【００６３】
　図８は、本実施形態による監視システム１００の一例を示す機能ブロック図である。
　図８に示すように、監視システム１００は、上述した複数の測定装置１（１ａ）と、複
数の環境検出部４０と、監視装置５０とを備えている。
【００６４】
　なお、監視システム１００には、上述した第１の実施形態の測定装置１と、第２の実施
形態の測定装置１ａとのいずれも適用可能であるが、本実施形態では、説明上、測定装置
１を適用するものとして以下説明する。測定装置１－１、測定装置１－２、・・・は、上
述した測定装置１（１ａ）と同一の構成であり、監視システム１００が備える任意の測定
装置を示す場合、又は特に区別しない場合には、測定装置１として説明する。
　測定装置１は、赤外光に基づいて、少なくとも所定の範囲（監視対象領域）の温度分布
を測定するとともに、可視光に基づいて、所定の範囲（監視対象領域）の画像情報を検出
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する。
【００６５】
　また、環境検出部４０－１、環境検出部４０－２、・・・は、同一の構成であり、監視
システム１００が備える任意の環境検出部を示す場合、又は特に区別しない場合には、環
境検出部４０として説明する。
　ここで、測定装置１－１及び環境検出部４０－１は、監視場所Ｐ１に設置され、監視場
所Ｐ１における被監視者（例えば、通行人など）を監視する。また、測定装置１－２及び
環境検出部４０－２は、監視場所Ｐ２に設置され、監視場所Ｐ２における被監視者（例え
ば、通行人など）を監視する。
　なお、監視場所Ｐ１及び監視場所Ｐ２は、被監視者の体温を監視する監視対象領域を示
し、例えば、空港、駅、学校、病院、公共施設、ショッピングモール、オフィス、コンサ
ートホールなどである。
【００６６】
　環境検出部４０は、外部の環境情報を検出する測定装置であり、環境情報を監視装置５
０に出力する。環境検出部４０は、例えば、測定装置１が測定している場所の環境に関す
る情報を示す環境情報を検出する。ここで、環境情報は、例えば、監視対象領域の温度、
湿度、場所の情報、及び混雑度などである。例えば、環境検出部４０は、場所の情報とし
て、監視対象領域を識別する識別情報（例えば、名称や識別ＩＤなど）を出力するものと
してもよいし、ＧＰＳ（Global Positioning System）などを利用して正確な位置座標情
報を検出し、位置座標情報を場所の情報としてもよい。また、環境検出部４０は、混雑度
として、監視カメラなどの画像情報に基づいて、監視対象領域の混雑度を検出するように
してもよい。
【００６７】
　監視装置５０は、各監視場所に設置された測定装置１（１ａ）及び環境検出部４０から
出力される情報（例えば、画像情報、温度分布、環境情報など）に基づいて、発熱者の数
の変化を分析し、当該分析結果に基づいて、発熱者の発生推移を予測する。監視装置５０
は、例えば、発熱情報生成部５１と、属性抽出部５２と、記憶部５３と、制御部５４とを
備えている。
【００６８】
　発熱情報生成部５１は、可視光に基づいて検出された所定の範囲の画像情報に基づいて
、監視対象領域内の被監視者を抽出する。発熱情報生成部５１は、測定装置１が出力する
画像情報から、例えば、パターン認識などの既存の技術を利用して、被監視者を抽出する
。また、発熱情報生成部５１は、測定装置１が出力する温度分布に基づいて、被監視者に
対応する発熱状態を示す被監視者の発熱情報を生成する。ここで、被監視者に対応する発
熱状態とは、例えば、画像情報から抽出された被監視者の体温を示す情報である。このよ
うに、発熱情報生成部５１は、定期的に測定装置１から画像情報及び温度分布を取得し、
取得した画像情報及び温度分布に基づいて、被監視者の発熱情報を生成する。また、発熱
情報生成部５１は、例えば、生成した被監視者の発熱情報と、被監視者の識別情報と、検
出時刻とを対応付けて、制御部５４に出力する。
【００６９】
　なお、被監視者の識別情報とは、例えば、画像情報内の被監視者の位置情報や、被監視
者のサンプル番号などである。また、上述した発熱情報において、被監視者の体温は、例
えば、３７．０℃以上を基準として、３７．０℃以上３７．５℃未満、３７．５℃以上３
８．０℃未満、３８．０℃以上３８．５℃未満、３８．５℃以上３９．０℃未満、３９．
０℃以上３９．５℃未満、３９．５℃以上４０．０℃未満、４０．０℃以上などの複数の
温度範囲に分類されたものであってもよい。
【００７０】
　属性抽出部５２は、画像情報に基づいて、被監視者を抽出するとともに、被監視者の属
性を示す属性情報を抽出する。属性情報とは、例えば、性別、年齢、身長などの情報であ
る。属性抽出部５２は、測定装置１が出力する画像情報から、例えば、パターン認識など
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の既存の技術を利用して、被監視者を抽出するともに、当該被監視者の属性情報を、例え
ば、パターン認識などの既存の技術を利用して抽出する。発熱情報生成部５１は、例えば
、抽出した被監視者の属性情報と、被監視者の識別情報と、検出時刻とを対応付けて、制
御部５４に出力する。
【００７１】
　記憶部５３は、監視装置５０の各種処理に利用する情報を記憶する。記憶部５３は、例
えば、履歴情報記憶部５３１と、予測モデル記憶部５３２とを備えている。
　履歴情報記憶部５３１は、少なくとも被監視者の属性情報と、被監視者の発熱情報と、
環境情報とを対応付けた被監視者情報を監視対象領域ごとに記憶する。なお、被監視者情
報には、検出時刻情報及び被監視者の識別情報が含まれてもよい。
【００７２】
　予測モデル記憶部５３２は、後述する制御部５４の分析部５４２が、発熱者の発生推移
を予測する際に利用する規則や判定基準の元になる予測モデルを記憶する。なお、予測モ
デルは、過去の被監視者の発熱情報に基づいて予め構築されているものとする。
　ここで、予測モデルの具体例について、以下説明する。
【００７３】
　予測モデルの一例として、３８℃以上の人数（発熱患者の人数）の変化に基づく増加モ
デルについて説明する。
　増加モデルにおける各モデルは、例えば、以下のように定義されている。
【００７４】
　（１）定常時モデル：発熱患者の発生数増化が無い時期、もしくは発熱患者数が多数で
安定している時期のモデルであり、発熱患者数の経時変化のグラフにおいて、線形近似線
と多項式近似線に差がほとんどない状態で、且つ発熱患者数の増加率が５％以内の場合で
ある。
　（２）増加発生時モデル：発熱患者の発生が始まる時点のモデルであり、発熱患者数の
経時変化のグラフにおいて、線形近似線と多項式近似線とのいずれにも近似できない場合
で、且つ発熱患者数の増加率が５％以上の場合である。
【００７５】
　（３）増加継続モデル：発熱患者が増加している時点のモデルであり、発熱患者数の経
時変化のグラフにおいて、線形近似線より多項式近似線でより良く近似できる場合、もし
くは線形近似線と多項式近似線とに差がほとんどない場合であり、且つ発熱患者数の増加
率が５％より大きい場合である。
　（４）発生者数安定開始モデル：発熱患者数が多数で安定し始める時期のモデルであり
、発熱患者数の経時変化のグラフにおいて、線形近似線と多項式近似線とのいずれにも近
似できない場合であり、且つ発熱患者数の増加率が５％以下の場合である。
　予測モデル記憶部５３２は、上述した増加モデルのような定義情報を記憶する。
【００７６】
　なお、発熱患者数が減少していく時点でのモデルである減少モデルも、増加モデルと同
様に、定義可能であるが、本実施形態では、増加傾向のモデルについての説明であるので
、ここでは説明を省略する。
【００７７】
　制御部５４は、例えば、ＣＰＵなどを含むプロセッサであり、監視装置５０を統括的に
制御する。制御部５４は、例えば、情報取得部５４１と、分析部５４２とを備えている。
　情報取得部５４１（取得部の一例）は、測定装置１によって測定された温度分布に基づ
いて得られた被監視者の発熱情報を時系列に取得する。情報取得部５４１は、例えば、発
熱情報生成部５１が生成した発熱情報と、属性抽出部５２が抽出した属性情報と、環境検
出部４０が検出した環境情報とを定期的に（所定の時間間隔で）取得する。情報取得部５
４１は、取得した発熱情報と、属性情報と、環境情報とを少なくとも対応付けた被監視者
情報を、監視対象領域ごとに履歴情報記憶部５３１に記憶させる。
【００７８】
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　分析部５４２は、情報取得部５４１が時系列に取得した被監視者の発熱情報に基づいて
、被監視者のうちの発熱者の数（発熱患者数）の変化を分析し、当該分析結果に基づいて
、発熱者の発生推移を予測する。分析部５４２は、例えば、過去の被監視者の発熱情報に
基づいて構築された予測モデルと、発熱者の数の変化とに基づいて、発熱者の発生推移を
予測する。すなわち、分析部５４２は、履歴情報記憶部５３１が記憶する被監視者情報に
基づいて、発熱患者数の変化を分析して、予測モデル記憶部５３２が記憶する予測モデル
に基づいて、発熱者の発生推移を予測する。分析部５４２は、例えば、上述した（１）～
（４）のいずれの増加モデルに一致するかを判定し、発熱者の発生推移を予測する。分析
部５４２は、分析した分析結果、及び発熱者の発生推移を予測である予測情報を外部に出
力する。
　なお、分析部５４２が発熱者の発生推移を予測する具体例については、後述する。
【００７９】
　次に、図９を参照して、本実施形態による監視システム１００の動作について説明する
。
　図９は、本実施形態による監視システム１００の動作の一例を示すフローチャートであ
る。
　この図において、まず、監視システム１００の監視装置５０は、測定装置１に画像情報
と温度分布とを測定させる（ステップＳ２０１）。各測定装置１は、赤外光に基づいて、
監視場所（監視対象領域）の温度分布を測定するとともに、可視光に基づいて監視場所（
監視対象領域）の画像情報を測定する。
【００８０】
　次に、監視装置５０の発熱情報生成部５１は、発熱情報を生成する（ステップＳ２０２
）。発熱情報生成部５１は、測定装置１から画像情報及び温度分布を取得し、取得した画
像情報及び温度分布に基づいて、被監視者の発熱情報を生成する。また、発熱情報生成部
５１は、例えば、生成した被監視者の発熱情報と、被監視者の識別情報と、検出時刻とを
対応付けて、制御部５４に出力する。
【００８１】
　次に、監視装置５０の属性抽出部５２は、属性情報を抽出する（ステップＳ２０３）。
属性抽出部５２は、測定装置１から取得した画像情報に基づいて、被監視者を抽出すると
もに、当該被監視者の属性情報を抽出する。発熱情報生成部５１は、例えば、抽出した被
監視者の属性情報と、被監視者の識別情報と、検出時刻とを対応付けて、制御部５４に出
力する。
【００８２】
　次に、制御部５４の情報取得部５４１は、発熱情報、属性情報、及び環境情報を取得す
る（ステップＳ２０４）。情報取得部５４１は、例えば、発熱情報生成部５１が生成した
被監視者の発熱情報と、属性抽出部５２が抽出した被監視者の属性情報と、環境検出部４
０が検出した環境情報とを取得する。なお、情報取得部５４１は、発熱情報生成部５１及
び属性抽出部５２から被監視者の識別情報と、検出時刻とを取得し、当該被監視者の識別
情報及び検出時刻とに基づいて、被監視者の発熱情報と、被監視者の属性情報とを対応付
ける。情報取得部５４１は、例えば、発熱情報と、属性情報と、環境情報とを対応付けた
被監視者情報と、被監視者の識別情報と、検出時刻とを、監視対象領域ごとに履歴情報記
憶部５３１に記憶させる。
【００８３】
　次に、制御部５４の分析部５４２は、発熱情報を分析する（ステップＳ２０５）。分析
部５４２は、履歴情報記憶部５３１に記憶されている監視対象領域ごとの時系列な被監視
者情報に基づいて、例えば、後述する図１０及び図１１に示すような集計を行う分析処理
を実行する。また、分析部５４２は、例えば、図１１における体温が３８℃以上の発熱者
の数の変化を、後述する図１２Ａ～図１６Ｃに示すようなグラフにするとともに、線形近
似線及び多項式近似線を生成して発熱者の数の変化の分析を行う。
【００８４】
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　次に、分析部５４２は、分析結果と予測モデルとに基づいて、発熱者の発生推移を予測
する（ステップＳ２０６）。分析部５４２は、例えば、分析結果である後述する図１２Ａ
～図１６Ｃに示すグラフと、予測モデル記憶部５３２が記憶する予測モデルとに基づいて
、発熱者の発生推移を予測する。分析部５４２は、例えば、上述した（１）～（４）のい
ずれの増加モデルに一致するかを判定し、発熱者の発生推移を予測する。
【００８５】
　次に、制御部５４は、監視装置５０の動作を終了するか否かを判定する（ステップＳ２
０７）。制御部５４は、動作を終了する場合（ステップＳ２０７：ＹＥＳ）に、動作を終
了する。また、制御部５４は、動作を終了しない（動作継続である）場合（ステップＳ２
０７：ＮＯ）に、処理をステップＳ２０１に戻し、ステップＳ２０１からステップＳ２０
７の処理を繰り返す。
　これにより、監視装置５０は、分析部５４２が定期的に分析及び発熱者の発生推移の予
測を実行する。
【００８６】
　なお、分析部５４２は、発生推移を予測するだけでなく、発熱者の急増などの異常が発
生した場合に、異常が発生したことを示す情報を出力（報知）するようにしてもよい。す
なわち、分析部５４２は、例えば、３８℃以上の発熱患者数が、予め定められた単位時間
内に所定の数を超えた場合に、異常と判定し、例えば、表示部（不図示）に異常が発生し
ている旨を示すメッセージを表示させるようにしてもよいし、音声、やブザーなどで警報
を出力するようにしてもよい。
【００８７】
　次に、図１０～図１６Ｃを参照して、分析部５４２の処理の具体例について説明する。
　図１０及び図１１は、本実施形態による監視システム１００の分析結果の一例を示す図
である。
　図１０に示す例は、分析部５４２が、履歴情報記憶部５３１が記憶する被監視者情報に
基づいて、例えば、測定対象領域の被監視者の体温を、ある日の時刻“１０：００”から
１０分毎に集計した結果である。
【００８８】
　また、図１１に示す例は、分析部５４２が、図１０に示す集計結果に基づいて、例えば
、被監視者の母数１００人において、体温ごとの被監視者の人数と、体温が３８℃以上の
増加率（％）を集計した分析結果を示している。
　図１１に示す例では、分析部５４２は、各時刻において、「体温（℃）」は、「３５－
３６」（３５℃以上３６℃未満）、「３６－３７」（３６℃以上３７℃未満）、「３７－
３８」（３７℃以上３８℃未満）、及び「３８以上」（３８℃以上）に分類して、その数
を集計する。また、分析部５４２は、各時刻において、「３８以上」（３８℃以上）に分
類された被監視者の人数の増加率を算出し、「増加率（％）」として集計する。
【００８９】
　図１１に示す例では、時刻“１０：３０”において、「３８以上」（３８℃以上）が“
４３”（４３人）であり、「増加率（％）」が“４２”（４２％）であることを示してい
る。また、時刻“１０：４０”において、「３８以上」（３８℃以上）が“６２”（６２
人）であり、「増加率（％）」が“１９”（１９％）であることを示している。なお、本
実施形態において、増加率は、母数１００人において、１回前の測定時刻から何人増加し
たかの割合を示している。
【００９０】
　次に、図１２Ａ～図１６Ｃを参照して、分析部５４２による発熱者の発生推移の予測に
ついて説明する。
　図１２Ａ～図１６Ｃは、本実施形態における増加モデルによる状態判定の一例を示す図
である。
【００９１】
　図１２Ａ～図１６Ｃの各図は、分析部５４２は、図１１に示す分析結果に基づいて、時



(16) JP WO2016/170973 A1 2016.10.27

10

20

30

40

50

刻“１０：２０”～時刻“１１：００”までを１０分毎にグラフ化した結果（発熱患者数
の経時変化のグラフ）である。また、図１２Ａ、図１３Ａ、図１４Ａ、図１５Ａ、及び図
１６Ａの各図は、過去２回の３８℃以上の発熱者の人数と対象時刻の３８℃以上の発熱者
の人数とをグラフ化した変化（以下、対象時刻における発熱患者数の経時変化という）を
示している。また、図１２Ｂ、図１３Ｂ、図１４Ｂ、図１５Ｂ、及び図１６Ｂの各図は、
対象時刻における発熱患者数の経時変化と、線形近似線との比較を示し、図１２Ｃ、図１
３Ｃ、図１４Ｃ、図１５Ｃ、及び図１６Ｃの各図は、対象時刻における発熱患者数の経時
変化と、多項式近似線との比較を示している。
　なお、図１２Ａ～図１６Ｃの各図のグラフにおいて、縦軸は、発熱患者数を示し、横軸
は、時刻を示している。
【００９２】
　図１２Ａ、図１２Ｂ、及び図１２Ｃに示す例は、時刻“１０：２０”におけるグラフを
示しており、波形Ｗ１０は、時刻“１０：２０”における発熱患者数の経時変化を示し、
波形Ｗ１１は、線形近似線を示し、波形Ｗ１２は、多項式近似線を示している。図１２Ａ
、図１２Ｂ、及び図１２Ｃに示す例では、発熱患者数の経時変化のグラフにおいて、線形
近似線と多項式近似線に差がほとんどない状態で、且つ発熱患者数の増加率が５％以内で
あるため、分析部５４２は、“定常時モデル”の状態であると判定する。
【００９３】
　また、図１３Ａ、図１３Ｂ、及び図１３Ｃに示す例は、時刻“１０：３０”におけるグ
ラフを示しており、波形Ｗ２０は、時刻“１０：３０”における発熱患者数の経時変化を
示し、波形Ｗ２１は、線形近似線を示し、波形Ｗ２２は、多項式近似線を示している。図
１３Ａ、図１３Ｂ、及び図１３Ｃに示す例では、線形近似線と多項式近似線とのいずれに
も近似できない場合で、且つ発熱患者数の増加率が５％以上であるため、分析部５４２は
、“増加発生時モデル”の状態であると判定する。
【００９４】
　また、図１４Ａ、図１４Ｂ、及び図１４Ｃに示す例は、時刻“１０：４０”におけるグ
ラフを示しており、波形Ｗ３０は、時刻“１０：４０”における発熱患者数の経時変化を
示し、波形Ｗ３１は、線形近似線を示し、波形Ｗ３２は、多項式近似線を示している。図
１４Ａ、図１４Ｂ、及び図１４Ｃに示す例では、線形近似線より多項式近似線でより良く
近似できる場合であり、且つ発熱患者数の増加率が５％より大きいため、分析部５４２は
、“増加継続モデル”の状態であると判定する。
【００９５】
　また、図１５Ａ、図１５Ｂ、及び図１５Ｃに示す例は、時刻“１０：５０”におけるグ
ラフを示しており、波形Ｗ４０は、時刻“１０：５０”における発熱患者数の経時変化を
示し、波形Ｗ４１は、線形近似線を示し、波形Ｗ４２は、多項式近似線を示している。図
１５Ａ、図１５Ｂ、及び図１５Ｃに示す例では、線形近似線より多項式近似線でより良く
近似できる場合であり、且つ発熱患者数の増加率が５％より大きいため、分析部５４２は
、“増加継続モデル”の状態であると判定する。
【００９６】
　また、図１６Ａ、図１６Ｂ、及び図１６Ｃに示す例は、時刻“１１：００”におけるグ
ラフを示しており、波形Ｗ５０は、時刻“１１：００”における発熱患者数の経時変化を
示し、波形Ｗ５１は、線形近似線を示し、波形Ｗ５２は、多項式近似線を示している。図
１６Ａ、図１６Ｂ、及び図１６Ｃに示す例では、線形近似線と多項式近似線とのいずれに
も近似できない場合であり、且つ発熱患者数の増加率が５％以下であるため、分析部５４
２は、“発生者数安定開始モデル”の状態であると判定する。
【００９７】
　このように、監視装置５０は、分析部５４２が、分析結果である発熱患者数の経時変化
のグラフと、各予測モデルとを比較することにより、発熱患者の発生がどのような状態で
あるかを判定することができる。
　なお、上述した例では、分析部５４２が、発熱情報のみを利用する例を説明しているが
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、属性情報又は環境情報を加える事により、発生の状態の判定に対して、変更を加えるこ
とができる。例えば、分析部５４２は、属性情報に基づいて、発熱状況が若年層に多く分
布していると分析した場合、発生の初期であると推定（予測）するようにしてもよい。ま
た、例えば、分析部５４２は、一部の監視場所において発熱が多くても、比較的若い年齢
が集まっている監視場所での発熱が少ない場合には、増加傾向ではないと推定（予測）す
るようにしてもよい。
【００９８】
　また、例えば、分析部５４２は、環境情報である温度及び湿度からウイルス（例えば、
インフルエンザなど）の活性状況を判定して、感染の増加スピードを推定（予測）するよ
うにしてもよい。例えば、季節や、温度と湿度ともに低い状態である場合など、疾病罹患
リスクが高まる条件を予め設定しておけば、より良い予測モデルの作成に活用することが
できる。
【００９９】
　一般的にインフルエンザの場合、気温が１０℃以下、且つ室温で相対湿度が５０％以下
（例えば、１５％～４０％）の場合に、ウイルスの不活化率が低く、平均相対湿度が５０
％以下の日数が多い程、流行が発生する傾向がある。また、平均相対湿度が６０％以上の
日数が多い程、流行が小さく経過するとされており、分析部５４２は、環境情報を盛り込
むことで、より高精度に予測モデルを作成することができる。
　このように、過去の発生状況から経験的に得られた規則を予測モデルに追加していくこ
とにより、監視装置５０は、発熱者の発生推移の予測における正確性を増加することがで
きる。
【０１００】
　以上説明したように、本実施形態による監視システム１００は、赤外光に基づいて、少
なくとも所定の範囲（例えば、監視対象領域）の温度分布を測定する測定装置１と、監視
装置５０とを備えるシステムである。監視装置５０は、情報取得部５４１（取得部の一例
）と、分析部５４２とを備えている。情報取得部５４１は、可視光に基づいて検出された
所定の範囲の画像情報に基づいて抽出された被監視者に対応する発熱状態を示す被監視者
の発熱情報であって、測定装置１によって測定された温度分布に基づいて得られた被監視
者の発熱情報を時系列に取得する。分析部５４２は、情報取得部５４１が時系列に取得し
た被監視者の発熱情報に基づいて、被監視者のうちの発熱者の数の変化を分析し、当該分
析結果に基づいて、発熱者の発生推移を予測する。
　これにより、本実施形態による監視システム１００及び監視装置５０は、発熱者の数の
変化を分析し、発熱者の発生推移を予測するので、監視者が効率良く発熱者の状況を把握
し、対策を行うことができる。
【０１０１】
　また、例えば、公共施設、空港、駅、学校、病院、ショッピングモール、オフィス、コ
ンサートホールなどに監視装置５０が設置された場合を考える。この場合、各監視装置５
０を、例えば、高速ネットワークに接続されたビッグデータを構築し、発熱患者の発生状
況をデータベース化することで、本実施形態による監視システム１００及び監視装置５０
は、リアルタイムな発熱患者の把握が可能になる。また、本実施形態による監視システム
１００及び監視装置５０は、パンデミックの発生状況のモニタリングや注意喚起などを、
監視者が効率良く状況を把握し対策を行うことが可能となる。
【０１０２】
　また、本実施形態では、監視システム１００は、画像情報に基づいて、被監視者を抽出
するとともに、被監視者の属性を示す属性情報を抽出する属性抽出部５２を備える。分析
部５４２は、被監視者の発熱情報と、属性抽出部５２が抽出した属性情報とに基づいて、
発熱者の発生推移を予測する。
　これにより、本実施形態による監視システム１００は、属性情報を加味することで、よ
り精度の良い予測モデルを作成することが可能である。そのため、本実施形態による監視
システム１００及び監視装置５０は、発熱者の発生推移の予測における正確性を増加する
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ことができる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、監視システム１００は、測定装置１が測定している場所の環境
に関する情報を示す環境情報を検出する環境検出部４０を備える。分析部５４２は、被監
視者の発熱情報と、環境検出部４０が検出した環境情報とに基づいて、発熱者の発生推移
を予測する。
　これにより、本実施形態による監視システム１００は、環境情報を加味することで、よ
り精度の良い予測モデルを作成することが可能である。そのため、本実施形態による監視
システム１００及び監視装置５０は、発熱者の発生推移の予測における正確性を増加する
ことができる。
【０１０４】
　また、本実施形態では、測定装置１は、対象物から反射する赤外光に基づいて、対象物
の温度を検出するサーモパイル部１１と、対象物から反射する可視光に基づいて、対象物
の画像を検出するフォトダイオード部１２とを同一基板上に備えるセンサー部１０を有し
、温度分布を測定するとともに、画像情報を測定する。
　これにより、測定装置１が、対象物の温度とともに、対象物の画像を検出することがで
きるため、本実施形態による監視システム１００は、被監視対象者の体温とともに被監視
対象者の特徴を正確に分析することが可能になる。よって、本実施形態による監視システ
ム１００は、監視者がさらに効率良く発熱者の状況を把握し、対策を行うことができる。
【０１０５】
　また、本実施形態では、分析部５４２は、過去の被監視者の発熱情報に基づいて構築さ
れた予測モデルと、発熱者の数の変化とに基づいて、発熱者の発生推移を予測する。
　これにより、本実施形態による監視システム１００及び監視装置５０は、予測モデルを
利用した簡易な手法により、正確に発熱者の発生推移を予測することができる。
【０１０６】
　また、本実施形態による監視方法は、測定ステップと、取得ステップと、分析ステップ
とを含んでいる。測定ステップにおいて、測定装置１が、赤外光に基づいて、少なくとも
所定の範囲の温度分布を測定する。取得ステップにおいて、監視装置５０が、可視光に基
づいて検出された所定の範囲の画像情報に基づいて抽出された被監視者に対応する発熱状
態を示す被監視者の発熱情報であって、測定ステップによって測定された温度分布に基づ
いて得られた被監視者の発熱情報を時系列に取得する。分析ステップにおいて、監視装置
５０が、取得ステップによって時系列に取得された被監視者の発熱情報に基づいて、被監
視者のうちの発熱者の数の変化を分析し、当該分析結果に基づいて、発熱者の発生推移を
予測する。
　これにより、本実施形態による監視方法は、発熱者の数の変化を分析し、発熱者の発生
推移を予測するので、監視者が効率良く発熱者の状況を把握し、対策を行うことができる
。
【０１０７】
　なお、上述した実施形態において、監視装置５０が、発熱情報生成部５１と、属性抽出
部５２とを備える例を説明したが、これに限定されるものではなく、発熱情報生成部５１
と、属性抽出部５２とのいずれか一方又は両方を測定装置１が、備えるようにしてもよい
。また、制御部５４が、発熱情報生成部５１と、属性抽出部５２とのいずれか一方又は両
方を備えるようにしてもよい。
【０１０８】
　また、上述した実施形態では、監視システム１００は、環境検出部４０を備える例を説
明したが、環境検出部４０を備えない構成であってもよい。
　また、上述した実施形態では、測定装置１及び環境検出部４０が監視装置５０に直接接
続される例を説明したが、ネットワークを介して接続されてもよい。また、測定装置１及
び環境検出部４０は、ネットワーク上のサーバ装置に測定情報を記憶させ、監視装置５０
が、サーバ装置から測定情報を取得するようにしてもよい。
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【０１０９】
　また、上述した実施形態では、予測モデルが予め構築されている例を説明したが、分析
部５４２が、過去の測定情報に基づいて構築するようにしてもよい。また、この場合、分
析部５４２は、定期的に、予測モデルを構築し直す（更新する）ようにしてもよい。定期
的に構築し直す（更新する）ことで、監視システム１００は、予測精度を高めることがで
きる。
【０１１０】
　また、上記の実施形態では、監視システム１００は、一例として、第１の実施形態によ
る測定装置１により測定する例を説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、
第２の実施形態による測定装置１ａであってもよいし、温度分布と画像情報とを異なる装
置が測定するような構成としてもよい。
【０１１１】
　なお、本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で変更可能である。
【０１１２】
　なお、上述した監視システム１００は、内部に、コンピュータシステムを有している。
そして、上述した監視システム１００が備える各構成の機能を実現するためのプログラム
をコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラ
ムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより上述した監視システム１０
０が備える各構成における処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステ
ム」とは、監視システム１００に内蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺
機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体
」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、
コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「
コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回
線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプ
ログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム
内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。
また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さら
に前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わ
せで実現できるものであってもよい。
　また、上述した機能の一部又は全部を、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｉｏｎ）等の集積回路として実現してもよい。上述した各機能は個別にプロセッサ
化してもよいし、一部、又は全部を集積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化
の手法はＬＳＩに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体
技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集
積回路を用いてもよい。
【０１１３】
　なお、本発明は次の態様でも実施することができる。
（１）対象物から反射する赤外光に基づいて、前記対象物の温度を検出する第１の検出素
子と、前記対象物から反射する可視光に基づいて、前記対象物の画像を検出する第２の検
出素子とを同一基板上に備えることを特徴とする集積回路。
【０１１４】
（２）前記第１の検出素子は、前記赤外光と、前記第２の検出素子が検出した前記画像に
基づいて生成された前記対象物の反射率とに基づいて、前記対象物の温度を検出すること
を特徴とする（１）の集積回路。
【０１１５】
（３）前記対象物の反射率は、前記第２の検出素子が検出した前記画像に基づく前記対象
物の色彩及び明るさに基づいて生成されることを特徴とする（２）の集積回路。
【０１１６】
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（４）前記第１の検出素子からの距離が等しくなるように、前記第１の検出素子の周辺に
配置された複数の前記第２の検出素子と、前記複数の第２の検出素子が検出した画像に基
づいて、前記第１の検出素子の測定位置における補正画像を生成し、生成した前記補正画
像を前記対象物の画像として出力する補正部とを備えることを特徴とする（１）から（３
）のいずれかの集積回路。
【０１１７】
（５）（１）から（４）のいずれかの集積回路と、所定の検出範囲が複数の分割領域に分
割されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光及び可視光の光路を変更して、前記第１
の検出素子及び前記第２の検出素子に向けて出射可能な光路変更部と、前記光路変更部に
対して、前記所定の検出範囲が前記分割されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光及
び可視光を、前記分割領域を変更して前記集積回路に出射させて、前記集積回路に、前記
分割領域ごとの温度及び画像を検出させる測定制御部とを備えることを特徴とする測定装
置。
【０１１８】
（６）前記集積回路が検出した前記それぞれの分割領域における前記対象物の画像及び前
記対象物の温度に基づいて、前記所定の検出範囲の画像を生成し、当該所定の検出範囲の
画像と、前記それぞれの分割領域における前記対象物の温度とを対応付けて出力する出力
処理部を備えることを特徴とする（５）の測定装置。
【符号の説明】
【０１１９】
　１，１ａ，１－１，１－２…測定装置、１０，１０ａ…センサー部、１１…サーモパイ
ル部、１２，１２－１，１２－２，１２－３，１２－４…フォトダイオード部、１２Ｒ…
赤色フォトダイオード部、１２Ｇ…緑色フォトダイオード部、１２Ｂ…青色フォトダイオ
ード部、１３…トランジスタ、１４…画像補正部、２０…光学系、２１，２３…レンズ、
２２…デジタルミラーデバイス、３０，５４…制御部、３１…測定制御部、３２…反射率
生成部、３３…出力処理部、４０，４０－１，４０－２…環境検出部、５０…監視装置、
５１…発熱情報生成部、５２…属性抽出部、５３…記憶部、１００…監視システム、１１
１…サーモパイル、１１２…空洞部、１１３…ヒートシンク部、１２１…マイクロレンズ
、１２２…カラーフィルタ、１２３…遮光膜、１２４…フォトダイオード、１２５…ポリ
シリコン、１３１…ソース部、１３２…ドレイン部、１３３…ゲート部、５３１…履歴情
報記憶部、５３２…予測モデル記憶部、５４１…情報取得部、５４２…分析部、Ｐ１，Ｐ
２…監視場所、ＷＦ…半導体基板
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月18日(2017.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物から反射する赤外光に基づいて、前記対象物の温度を検出し、基板上に設けられ
る第１の検出素子と、
　前記対象物から反射する可視光に基づいて、前記対象物の画像を検出し、前記基板上に
設けられ、前記第１の検出素子からの距離が等しくなるように、前記第１の検出素子の周
辺に配置された複数の第２の検出素子と、
　前記複数の第２の検出素子が検出した画像に基づいて、前記第１の検出素子の測定位置
における補正画像を生成し、生成した前記補正画像を前記対象物の画像として出力する補
正部と、
　を備えることを特徴とする集積回路。
【請求項２】
　前記第１の検出素子は、前記赤外光と、前記複数の第２の検出素子が検出した前記画像
に基づいて生成された前記対象物の反射率とに基づいて、前記対象物の温度を検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記対象物の反射率は、前記複数の第２の検出素子が検出した前記画像に基づく前記対
象物の色彩及び明るさに基づいて生成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の集積回路。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の集積回路と、
　所定の検出範囲が複数の分割領域に分割されたそれぞれの分割領域から入射する赤外光
及び可視光の光路を変更して、前記第１の検出素子及び前記複数の第２の検出素子に向け
て出射可能な光路変更部と、
　前記光路変更部に対して、前記所定の検出範囲が前記分割されたそれぞれの分割領域か
ら入射する赤外光及び可視光を、前記分割領域を変更して前記集積回路に出射させて、前
記集積回路に、前記分割領域ごとの温度及び画像を検出させる測定制御部と
　を備えることを特徴とする測定装置。
【請求項５】
　前記集積回路が検出した前記それぞれの分割領域における前記対象物の画像及び前記対
象物の温度に基づいて、前記所定の検出範囲の画像を生成し、当該所定の検出範囲の画像
と、前記それぞれの分割領域における前記対象物の温度とを対応付けて出力する出力処理
部を備える
　ことを特徴とする請求項４に記載の測定装置。



(26) JP WO2016/170973 A1 2016.10.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(27) JP WO2016/170973 A1 2016.10.27

10

20

30

40



(28) JP WO2016/170973 A1 2016.10.27

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  河西　秀典
            大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C117 XB01  XB04  XE23  XE43  XE48  XE52  XE76  XJ14 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 集成电路和测量设备

公开(公告)号 JPWO2016170973A1 公开(公告)日 2018-02-22

申请号 JP2017514054 申请日 2016-04-05

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普公司

[标]发明人 増田亮一
河西秀典

发明人 増田 亮一
河西 秀典

IPC分类号 A61B5/01 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0064 A61B5/015 A61B5/01 G01J5/0025 G01J5/026 G01J5/0806 G01J5/0809 G01J5/0831 
G01J5/0859 G01J5/0881 G01J5/12 G01J2005/0077 G01J5/0846

FI分类号 A61B5/00.101.K A61B5/00.101.A A61B5/00.102.B

F-TERM分类号 4C117/XB01 4C117/XB04 4C117/XE23 4C117/XE43 4C117/XE48 4C117/XE52 4C117/XE76 4C117
/XJ14

代理人(译) 西泽 和纯
三木雅夫
野村 进

优先权 2015086027 2015-04-20 JP

其他公开文献 JP6395169B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

集成电路基于从物体反射的红外光，第一检测元件，用于基于从物体反
射的可见光，检测物体的温度，第二检测元件，用于检测物体的图像。 
1.的检测元件设置在同一基板上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d19af138-718f-4329-9ea6-c6a21cb3bb30
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057143928/publication/JPWO2016170973A1?q=JPWO2016170973A1

